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子
ど
も
手
当
制
度
は
、
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人
に
手
当
を

支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
代

の
社
会
を
担
う
子
ど
も
一
人
ひ

と
り
の
育
ち
を
、
社
会
全
体
で

応
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

中
学
校
卒
業
ま
で
の
児
童

（
児
童
が
生
ま
れ
た
日
の
翌
月

か
ら
15
歳
到
達
後
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
）

を
養
育
し
て
い
る
人

▽
支
給
額
（
月
額
）
‥
一
律
１

万
３
千
円

●
申
請
が
必
要
な
人

・ 

現
在
、
中
学
２
・
３
年
生
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

・ 

所
得
制
限
に
よ
り
、
現
在
、

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
な

い
人

平
成
22
年
度

子
ど
も
手
当
制
度
の
ご
案
内

　
子
ど
も
手
当
は
、
所
得
制
限

が
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
中
学

校
１
年
生
以
下
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
人
で
、
平
成
20
年
分

の
所
得
が
限
度
額
を
上
回
っ
て

い
た
た
め
に
児
童
手
当
の
受
給

が
で
き
な
か
っ
た
人
は
、
４
月

分
か
ら
子
ど
も
手
当
が
支
給
さ

れ
ま
す
の
で
、
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

■
該
当
者
に
は
、
４
月
中
に
通

知
し
ま
す
。

●
子
ど
も
手
当
額
改
定
請
求
書

の
必
要
な
人

・ 

現
在
、
中
学
校
１
年
生
以
下

の
児
童
を
養
育
し
、
児
童
手

当
を
受
給
し
て
い
て
、
中
学

校
２
・
３
年
生
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
人

　
４
月
分
か
ら
中
学
校
２
・
３

年
生
の
児
童
に
も
子
ど
も
手
当

が
支
給
さ
れ
ま
す
の
で
、「
子

ど
も
手
当
額
改
定
請
求
書
」
の

提
出
が
必
要
で
す
。

■
該
当
者
に
は
、
４
月
中
に
通

知
し
ま
す
。

●
申
請
が
必
要
で
な
い
人

・ 

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

人

・ 

児
童
手
当
受
給
者
で
あ
っ
て
、

平
成
22
年
３
月
末
で
小
学
校

を
修
了
す
る
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人

　
た
だ
し
、６
月
に
「
現
況
届
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
現
況
届
が
未
提
出
の
場
合
は
、

６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
該
当
者
に
は
６
月
初
旬
に
現

況
届
の
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
。

※ 

子
ど
も
手
当
は
、
申
請
日
の

翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

申
請
が
遅
れ
る
と
、
遅
れ
た

月
分
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
。

　 
た
だ
し
、
９
月
30
日
ま
で
の

申
請
に
つ
い
て
は
、
経
過
措

置
に
よ
り
４
月
分
ま
で
遡
っ

て
受
給
で
き
ま
す
。（
出
生
・

転
入
な
ど
の
場
合
を
除
く
）

　 

公
務
員
（
独
立
行
政
法
人
職

員
、
派
遣
・
出
向
職
員
を
除

く
）
の
人
は
、
所
属
庁
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

民
生
課

820
‐
５
６
３
５

　
町
で
は
、現
在
、未
就
学
（
満

６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
）
ま
で
の
乳
幼
児

を
対
象
に
、
入
院
・
通
院
に
か

か
る
医
療
費
を
助
成
を
し
て
い

ま
す
。
４
月
か
ら
、
就
学
以
後

満
15
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
児
童
を

対
象
に
、
入
院
に
か
か
る
医
療

費
を
助
成
し
ま
す
。

▽
所
得
要
件
‥
未
就
学
児
と
同

様
、
保
護
者
の
所
得
が
児
童
手

当
法
施
行
令
第
１
条
に
よ
り
算

出
し
た
額
未
満
で
あ
る
こ
と

▽
申
請
手
続
き
‥
小
・
中
学
生

の
受
給
者
証
は
、
必
要
に
な
っ

た
と
き
（
入
院
が
決
ま
っ
た
と

き
）
に
保
護
者
が
申
請

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

② 

健
康
保
険
証
（
国
民
健
康
保

険
ま
た
は
社
会
保
険
な
ど
）

③ 

課
税
台
帳
記
載
事
項
証
明
書

（
町
に
所
得
に
関
す
る
資
料

が
な
い
場
合
の
み
必
要
）

　
申
請
方
法
な
ど
、
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

民
生
課

820
‐
５
６
３
５

　
70
歳
か
ら
74
歳
で
医
療
費
の

窓
口
負
担
が
１
割
の
人
は
、
４

月
か
ら
負
担
割
合
が
２
割
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
引
き
続
き
、
平

成
23
年
３
月
ま
で
の
１
年
間
は
、

医
療
費
の
窓
口
負
担
が
１
割
に

据
え
置
か
れ
ま
し
た
。

　
現
在
、
高
齢
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
人
で
、
一
部
負
担
金
の

割
合
の
欄
が
「
２
割
（
平
成
22

年
３
月
31
日
ま
で
は
１
割
）」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
人
に
は
、

３
月
下
旬
に
新
し
い
高
齢
受
給

者
証
（「
２
割
（
平
成
22
年
７

月
31
日
ま
で
は
１
割
）」
と
記

載
さ
れ
た
も
の
）
を
、
郵
送
し

て
い
ま
す
の
で
、
４
月
１
日
㈭

制
度
改
正
に
伴
う

国
民
健
康
保
険

　
　高
齢
受
給
者
証
の

　
　
　
　交
付
に
つ
い
て

児
童
医
療
費
助
成
制
度
が

始
ま
り
ま
す

！
お

し
えてー！

！
お

し
えてー！

！
お

し
えてー！
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　３月の定例議会で、
熊野町新教育委員に
林保氏（60歳）の教
育委員選任が同意さ
れ、４月１日㈭に就
任されました。
　任期は、前任者の
残任期間の平成24年
９月30日までです。

（学校教育課）

　芥川雅利前副町長
が平成22年３月31
日に退職されたこと
に伴い、平成22年３
月議会において、木
谷健氏（55歳）の副
町長選任が同意され、
４月１日㈭に就任さ
れました。

　木谷副町長は、昭和52年から
県庁にお勤めになられており、
今回、町の要請により県からお
迎えしました。
　任期は、平成26年３月31日ま
でです。

（総務課）

　
重
度
障
害
者
（
児
）
の
社
会

活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
平
成

22
年
度
分
の
福
祉
タ
ク
シ
ー
利

用
券
（
620
円
券
・
24
枚
つ
づ
り
）

を
交
付
し
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳（
１
級
・

２
級
）
の
所
持
者
②
療
育
手
帳

（
Ⓐ
・
Ａ
）
の
所
持
者
③
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳（
１
級
）

の
所
持
者

▽
手
続
き
方
法

　
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
と
印
鑑
を
福
祉
課
に
ご

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
の

交
付
に
つ
い
て

か
ら
は
、
新
し
い
高
齢
受
給
者

証
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
高
齢
受
給
者
証
の
有

効
期
限
は
、
平
成
22
年
７
月
31

日
㈯
（
た
だ
し
、
平
成
22
年
７

月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
な
る
人

は
、
誕
生
日
の
前
日
が
有
効
期

限
）
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
新

し
い
高
齢
受
給
者
証
は
、
新
た

に
負
担
区
分
の
判
定（
見
直
し
）

を
行
い
、
７
月
下
旬
に
郵
送
し

ま
す
。

※ 

現
役
並
み
の
所
得
が
あ
る
世

帯
の
人
の
自
己
負
担
割
合

（
３
割
負
担
）
は
変
更
あ
り

ま
せ
ん
。

住
民
課

820
‐
５
６
０
４

持
参
く
だ
さ
い
。

※ 

平
成
21
年
度
分
の
利
用
券

（
緑
色
）
は
、
４
月
１
日
㈭

以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
福
祉
課
に
返
還
し
て
く

だ
さ
い
。

福
祉
課

820
‐
５
６
０
５

　
学
生
に
は
、
在
学
期
間
中
の

保
険
料
の
納
付
を
猶
予
し
、
社

会
人
に
な
っ
て
か
ら
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
で
き
る
「
学
生

納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
だ
、
申
請
し
て
い
な
い
人

は
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
在
学
す
る
大
学
な
ど

の
窓
口
（
学
生
納
付
特
例
事
務

法
人
の
指
定
を
受
け
て
い
る
）

で
も
申
請
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

　
年
金
手
帳
、学
生
証（
コ
ピ
ー

可
）
ま
た
は
在
学
証
明
書
、
印

鑑
（
認
め
印
）、
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
な
ど
（
社
会
人
か

ら
学
生
に
な
っ
た
人
（
コ
ピ
ー

可
））

※ 

学
生
納
付
特
例
を
承
認
さ
れ

た
人
で
、
平
成
22
年
度
も
引

き
続
き
在
学
予
定
の
場
合
は
、

基
礎
年
金
番
号
な
ど
の
事
項

が
印
字
さ
れ
た
は
が
き
形
式

の
申
請
書
が
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
　

広
島
南
年
金
事
務
所

253
‐

７
７
１
０
、
住
民
課

820
‐
５

６
０
４

保
険
年
金

学
生
の
皆
さ
ん

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
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熊
野
町
副
町
長
に

木
谷
氏
が
就
任
さ
れ
ま
し
た

熊
野
町
教
育
委
員
に

林
氏
が
就
任
さ
れ
ま
し
た

↑木谷　健副町長

↑林　保さん（新宮）


